
                         

令和４年度第２回 

横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会 

 

日時：令和５年３月２日（木）午前 10 時から正午まで 

場所：かながわ県民センター 301 会議室 

 

 

■ 次 第 ■ 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 議  事 

（１）団体ヒアリングの報告について                    （資料１） 

 

（２）第５期 横浜市地域福祉保健計画素案（案）について          （資料２） 

 

ア 第１～３章、５章について意見交換 

 

イ 第４章について意見交換 

     

（３）後日意見照会について                       （資料３） 

   第５期市計画素案（案）について追加のご意見がある方は、意見照会シートをメールま 

たは郵送で事務局へご提出ください。 

   締切日 令和５年３月７日（火）（厳守） 

   

３ 閉  会   

 

 

 

 

 

＜委員会配付資料一覧＞ 

・令和４年度第２回横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会 次第 

・横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会運営要綱 

・横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会 委員名簿・事務局名簿 

【資料１】団体ヒアリングの報告について 

【資料２】第５期 横浜市地域福祉保健計画素案（案）について 

【資料３】意見照会シート 

 



＜令和５年度の予定＞ 

〇第１回横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会 

 令和５年７月 26 日（水）午後 

○第２回横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会 

 令和５年 11 月 22 日（水）午後 

○横浜市地域福祉保健計画・横浜市地域福祉活動計画検討会 

未定 

 

 



横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会運営要綱 
 

制   定  平成 24 年４月１日 健福第 1765号（局長決裁） 
              
（趣旨） 
第１条 この要綱は、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 107 条の規定に基づき、横

浜市の地域福祉保健推進に関する事項を総合的に定める横浜市地域福祉保健計画（以下

「計画」という。）を策定すること及び策定後の計画の推進状況を評価することを目的と

した横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会（以下「委員会」という。）の組織、運営

その他必要な事項について、横浜市附属機関設置条例（平成 23 年 12 月横浜市条例第

49 号）第４条の規定に基づき、定めるものとする。 
 
（担任事務） 
第２条 横浜市附属機関設置条例第２条第２項に規定する委員会の担任する事務の細目に

ついては、次に掲げるものとする。 
（1） 計画の策定に関すること。 
（2） 計画の推進に関すること。 
（3） 計画の評価に関すること。 
（4） その他計画の策定・推進・評価に必要な事項に関すること。 
 
（組織） 
第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 
（1） 市民 
（2） 福祉保健活動を行う者 
（3） 社会福祉事業を経営する者 
（4） 学識経験者 
（5） その他市長が必要と認める者 
２ 前項に掲げる委員の他、必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。 
３ 第１項(1)の市民委員については、別に定めるところにより公募する。 
 
（任期） 
第４条 委員の任期は２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（報酬） 
第５条 委員は、別に定めるところにより報酬を受けるものとする。 
 
（委員長） 
第６条 委員会に委員長１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。 
３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する

委員が、その職務を代理する。 
 
 
 
 
 



（会議） 
第７条 委員会の会議は、委員長がこれを召集する。 
２ 委員会の議長は、委員長が務める。 
３ 委員会は、委員（議事に関係のある臨時委員を含む。次項においても同じ。）の過半数

が出席しなければ会議を開くことができない。 
４ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決す

る。 
 
（分科会） 
第８条 第２条に掲げる担任事務の事前の調査及び検討を行うため、分科会を置くことが

できる。 
２ 分科会は、委員長が指名する委員若干人及び臨時委員をもって組織する。 
３ 分科会に分科会長一人を置き、分科会の委員及び臨時委員をもって組織する。 
４ 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とす

ることができる。 
５ 第７条の規定は、分科会の会議について準用する。この場合において、同条中

の「委員長」とあるのは「分科会長」と、「委員」とあるのは「分科会の委員」

と、「臨時委員」とあるのは「分科会の臨時委員」と読み替えるものとする。 
 
（意見の聴取等） 
第９条 委員長又は分科会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者

に出席を求め、その説明又は意見を聞くほか、資料の提出その他必要な協力を求めるこ

とができる。 
 
（会議の公開） 
第 10 条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成１２年２月横浜市条例第１号）

第 31 条の規定により、委員会の会議（分科会の会議を含む。）については、一般に公開

するものとする。ただし、委員の承諾があれば、会議の一部または全部を非公開とする

ことができる。 
 
（庶務） 
第 11 条 委員会及び分科会の庶務は、健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課が処理する。 
 
（委任） 
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 
 
    附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 
  （経過措置） 
２ 第７条第１項の規定に関わらず、この要綱施行後、最初の委員会の招集は市長が行う。 
３ この要綱の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第４条第１項の規定に関わらず、

平成 26 年３月 31 日までとする。 
（第２期横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会設置要綱の廃止） 

４ 第２期横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会設置要綱（平成 20 年２月４日制定）

は、廃止する。 
（第２期横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会分科会運営要領の廃止） 

５ 第２期横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会分科会運営要領（平成 20 年２月４

日制定）は、廃止する。 



委員名 所　　属 分　野

1 赤羽
アカバネ

　重樹
シゲキ

一般社団法人横浜市医師会 常任理事 医師会

2 有本
アリモト

　梓
アズサ 横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学分野

教授
学識経験者（保健）

3 生田
イクタ

　純也
ジュンヤ

横浜市社会福祉協議会 高齢福祉部会
地域ケアプラザ分科会 会長
横浜市踊場地域ケアプラザ 所長

地域ケアプラザ

4 池田　宏史
イケダ　　　ヒロシ

横浜市社会福祉協議会　理事 社会福祉協議会

5 内田
ウチダ

　元久
モトヒサ

横浜市身体障害者団体連合会 副理事長 障害分野関係者

6 内海
ウツミ

　宏
ヒロシ

株式会社 地域計画研究所 所長 地域まちづくり関係者

7 宇野
ウノ

　雅紀
マサキ

市民公募委員 市民委員（※）

8 小林
コバヤシ

　政晴
マサハル

横浜市民生委員児童委員協議会　理事 民生委員児童委員協議会

9 佐伯
サエキ

　美
ミ

華
カ 幸ケ谷小学校 学校・地域コーディネーター

（地域学校協働活動推進員）
学校・地域連携関係者

10 佐藤　潮
サトウ　　　ウシオ

横浜市町内会連合会　幹事 自治会町内会関係

11 塩田
シオダ

　良英
ヨシヒデ

港南区シルバークラブ連合会 会長 高齢分野関係者

12 鶴見
ツルミ

　伸子
ノブコ

横浜市心身障害児者を守る会連盟　幹事 障害分野関係者

13 名和田
ナワタ

　是
ヨシ

彦
ヒコ

法政大学法学部 教授　
学識経験者
（コミュニティ）

14 西尾
ニシオ

　敦史
アツシ

愛知東邦大学人間健康学部 教授 学識経験者（福祉）

15 福本
フクモト

　雅美
マサミ

戸塚区地域子育て支援拠点とっとの芽 施設長 子育て分野関係者

16 星
ホシ

　勉
ツトム

公益社団法人神奈川県社会福祉士会
権利擁護・成年後見事業部ぱあとなあ神奈川
運営副委員長

成年後見関係者

17 本宿　剛志
ホンジュク　タケシ

金沢区生活支援センター　愛＆あい　施設長 障害分野関係者

18 増子　眞智子
マシコ　　　　　マチコ

横浜市保健活動推進員会　鶴見区会長 保健活動推進員

19 山田
ヤマダ

　秀人
ヒデト

市民公募委員 市民委員（※）

20 山野上
ヤマノウエ

　啓子
ケイコ 特定非営利活動法人

市民セクターよこはま 監事
ＮＰＯ・市民活動団体等
中間支援組織

1 久保田
　　クボタ

　充明
ミツアキ

一般社団法人横浜市薬剤師会　副会長 薬剤師会

2 坂本　揺子
サカモト　　ヨウコ 一般社団法人横浜市歯科医師会

総合戦略室　副委員長
歯科医師会

※市民委員は委嘱の決裁日が委嘱日となります。

横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会委員名簿
　　　　【任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日】　　　　　　　（敬称略） 

＜臨時委員＞



氏名 所　　属

1 内田　沢子 健康福祉局　地域福祉保健部長

2 新井　隆哲 健康福祉局　地域福祉保健部　福祉保健課長

3 星野　普 健康福祉局　地域福祉保健部　福祉保健課　担当係長

4 鈴木　由里子 　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　担当係長

5 小森　武信 　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　担当係長（権利擁護）

6 岡本　玲子 　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　計画担当

7 森田　悦子 　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　計画担当

8 河口　友美 　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　計画担当・権利擁護担当

9 岩井　一芳 健康福祉局　生活福祉部　生活支援課長　

10 野村　拓 健康福祉局　生活福祉部　生活支援課　生活困窮者支援担当係長

11 鈴木　大輔 　　　　　　　　　同　　　　　　　　自立支援担当係長

12 水野　悠子 　　　　　　　　　同　　　　　　　　生活支援係

＜オブザーバー＞

1 平木　浩司 横浜市社会福祉協議会　　　 事務局長

2 河原　大          　 同 　　　　　　総務部長（企画部長兼務）

3 若林　拓 　　　　　　同　　　　　　 企画部　企画課長　

4 大川　陽子 　　　　　　同　　　　　　 企画部　企画課

5 木下　奈津子 　　　　　　同　　　　　　 企画部　企画課

6 池田　誠司 　　　　　　同　　　　　　 地域活動部長

7 森下　幸 　　　　　　同　　　　　　 地域活動部　地域福祉課　担当課長

8 中村　桃子 　　　　　　同　　　　　　 地域活動部　地域福祉課

9 藤盛　智子 　　　　　　同　　　　　　 地域活動部　地域福祉課

10 八木　克賢 横浜生活あんしんセンター　事務長

11 柿沼　千尋 健康福祉局　地域福祉保健部　地域支援課長

12 粟屋　しらべ 健康福祉局　総務部　企画課長

13 小河内　協子 市民局　地域支援部　地域活動推進課長

横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会事務局名簿
令和５年３月２日時点



　　資料１

関係団体 抱えている問題

１．身近な
地域で支え
合あう仕組
みづくり

２．地域に
おける福祉
保健活動を
推進するた
めの基盤づ

くり

３．多様性
を尊重した
幅広い市民
参加の促

進

団体活動について、事業申請をしたことで自由度が低下した ■ ■

地域のためになる自由度の高い活動支援制度を、市と一緒に考えたい ■

放課後デイの増加が、地域に出ていく機会の減少につながっているかもしれない ■ ■

子どもについての相談内容が多様化している ■ ■

現在は、コロナ禍で休止しているサロンが多い ■ ■ ■

障害のある人やその家族との交流の機会がない ■ ■

園庭開放などは、支援の必要な人は参加しない ■ ■ ■

支援の必要性を自覚していない人への支援が困難。自分で発信できない人を支援する必要があ
る

■

子どもだけでなく、親に配慮が必要なケースも ■ ■

本人達がケアと認識していないヤングケアラーのケースも多い ■ ■

ヤングケアラーは、経済的な困窮を伴うことが多い ■ ■

家のことを外で話したがらず、相談窓口は機能しにくい ■ ■

親が福祉を拒否するケース ■ ■

DV・経済的な相談の増加、問題把握機会の減少 ■

児扶手の所得制限を超えて生活が苦しくなる人がいる ■

適切な情報を持たず、やみくもに資格を取得しても就職に結びつかないことがある ■

「ひきこもり」になる背景には複合的な課題がある ■

ユースプラザや区になかった相談が、地域ケアプラザの相談会で出てきた ■ ■

相談先が分からないケースがある ■

支援者支援がない ■ ■

20代など、年齢の高い青年の行き場がない ■

職員のやりがいが低下、精神的ケアも必要 ■

子育て相談に来る方は少ない ■ ■

保育園と地域とのつながりの減少 ■ ■

施設入所者の重度化やコロナ禍の影響による地域とつながる機会の減少 ■ ■

人材の不足 ■ ■

厚生施設は、地域によっては印象が良くない ■ ■

生活困窮について、慈善事業活動への依存が強い ■ ■

お金の使い方が上手でない人が多い ■ ■

コロナ禍で交流活動に制約が多い ■ ■

組合員がボランティアに参加できる体制 ■ ■

就職が上手くいかず生活困窮になる人もいる ■ ■

どこへつなげれば良いか、分からない ■ ■

相談窓口でセクシャリティのことを伝えるのは難しい ■ ■

戸籍上の家族でない場合の介護の問題など ■

周囲からの理解不足 ■

普段から困りごとを相談できる場があまりない ■ ■

制度の狭間に落ちてしまう方がいる ■

日本語ができる子どもが通訳で受診同行するなど負担が生じている ■ ■

高齢になった際などのケアのあり方の考えの違い ■ ■

団体ヒアリングの報告について

第４章_推進のための取組団体ヒアリング概要

■抱えている課題（団体ヒアリング調査より）と第４章への記載

企業

生活困窮

子ども（ひとり親
家庭）

青少年

子ども

多文化共生・
外国籍

社会福祉法人

LGBT関連



関係団体 必要な支援・取組

１．身近な
地域で支え
合あう仕組
みづくり

２．地域に
おける福祉
保健活動を
推進するた
めの基盤づ

くり

３．多様性
を尊重した
幅広い市民
参加の促

進

隙間のニーズを埋める活動・社会資源が必要 ■ ■

個人としてできる支援を、団体としてもできるルールに ■

災害への対応 ■

担い手とのマッチングが必要 ■

インターネットの活用 ■

家庭の困りごとを丸ごと受け止めるパートナーが必要 ■ ■

大変なことを大変と言えるような場づくり ■ ■

地域の活動者同士のネットワークが必要 ■

地域と接する機会を増やし、障害者への理解を進めることが必要 ■ ■

保育園を通じた地域のつながりの創出 ■

保育園と区の保健師との連携 ■

たらい回しにしない／顔の見える関係となる相談先 ■ ■

小学４年生～中学校１～２年の教育に組み込む（子どもが知らないという状況を減らしていくというアウ
トリーチ）

■ ■

ライフステージに応じた連携した支援 ■ ■

地域と公的機関を含めた包括的な支援体制 ■

ひとり親世帯を対象とした一括した情報の提供 ■

ひとり親はどこかとつながりつづけることが大切 ■ ■

学生や企業を含めた共助の活動の必要性 ■ ■ ■

縦割りにしないよう、制度を活用する側の意識が必要 ■ ■

「連携」という言葉だけでなく、具体的な行動のイメージが必要 ■ ■ ■

活動団体同士のネットワークの構築 ■ ■

支援者同士のつながりの創出 ■ ■

アウトリーチ等による家庭状況の把握と状況を好転させるような仕組み ■ ■

人材確保のための支援 ■ ■

多様な人や事象に具体的に関わることの重要性 ■

地域資源として地域に還元する取組（無料相談、健康セミナーなど） ■ ■

障害者と地域住民が一緒に交流する機会の創出 ■ ■

区社協の人員体制の強化などによる地域支援の強化 ■

地域ケアプラザにおける障害の相談窓口としての機能 ■

地域の人に知ってもらうことが必要 ■

人とつながるきっかけづくりが必要 ■ ■

アフターケアが必要 ■ ■

社福法人の社会福祉貢献活動の充実 ■

企業の福祉活動への参加に向けたアプローチ ■

子ども食堂を多様な世代が参加する全体的なものに ■ ■

LGBT関連 支援者同士のネットワークの構築 ■

外国籍の方を対象とした映像コンテンツの充実 ■

相談を受けた後の継続した関わり ■ ■

制度だけでなく人との関わりが必要 ■ ■

通訳・語学ボランティアなど、学校とのつながり ■ ■

支援者を支援することも必要 ■ ■

第４章_推進のための取組

■必要な支援・取組（団体ヒアリング調査より）と第４章への記載

子ども

社会福祉法人

子ども（ひとり親
家庭）

青少年

団体ヒアリング概要

多文化共生・
外国籍

生活困窮

企業
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1 地域福祉保健計画について 

(１) 人口減少・超高齢社会の到来と、複合化・複雑化する生活課題 

 横浜市は国内最大の都市ですが、人口は 2020 年をピークに減少に転じており、今後は特に 85 歳

以上の高齢者が急増するなど、人口減少・超高齢社会を迎えることになります。 

 一方で、近年では、80 代の親がひきこもり状態にある 50 代の子の生活を支えるといったいわゆる

「8050 問題」や、親の介護と育児などが同時進行となる「ダブルケア」、本来大人が担うことが想

定されている家族の介護やケア、家事などを子どもが日常的に行う「ヤングケアラー」の問題など、

複数の分野にまたがる「複合化・複雑化した生活課題」を抱える人たちの存在が浮き彫りになって

います。 

 地域における住民相互の「つながり」が徐々に希薄化している中で、様々な生活課題を抱える人が

誰にも相談できずに孤立し、問題が深刻化してしまうケースも珍しくありません。 

 

(２) 地域共生社会の実現と「地域福祉計画」 

 そのような中、地域で暮らす人々が様々な生活課題を抱えながらも、地域住民や地域の多様な主体

が互いに「つながり」、「支えあう」ことで、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく

ことのできる「地域共生社会」の実現に向けた取組が進められています。 

 地域共生社会の実現に向けては、地域課題の解決力の強化のため、2018 年（平成 30 年）施行

の改正社会福祉法により、それまで「任意」であった地域福祉計画の策定が「努力義務」となりまし

た1。 

 

(３) 横浜市の地域福祉保健計画 

 横浜市の地域福祉計画は、2004 年度（平成 16 年度）に第１期計画を策定し、第２期計画からは

名称を「地域福祉保健計画」とし、福祉と保健の取組を一体的に推進しています。 

 さらに、第３期計画からは、横浜市社会福祉協議会が定めていた「横浜市地域福祉活動計画」と一

本化して策定することにより、市と社協の取組を一体的に推進しています。 

  

                                                       
1 市町村地域福祉計画（法第 107 条） 



第１章 計画の趣旨 

3 

＜地域福祉保健計画の推進の経緯＞ 

計画 主な特徴 

第１期 横浜市地域福祉計画 

（2004～2008 年度） 

 社会福祉法改正を踏まえ、市及び全区で地域福祉 

計画を策定 

第２期 横浜市地域福祉保健計画 

（2009～2013 年度） 

 全区で地区別計画を策定 

 福祉と保健の取組の一体的な推進 

 地域福祉保健計画に名称変更 

第３期 横浜市地域福祉保健計画 

（2014～2018 年度） 

 市社会福祉協議会の地域福祉活動計画と一体化、 

連携して推進 

第４期 横浜市地域福祉保健計画 

（2019～2023 年度） 

 成年後見制度利用促進基本計画との一体的策定及び

生活困窮者自立支援方策の推進 

 

(４) 地域福祉保健計画の推進における「自助」、「共助」、「公助」の連携 

 地域福祉保健においては、個人でできることは自分たちで取り組む「自助」、一人では解決できな

いことをお互いに助け合う「共助」、行政でなければ解決できない問題に取り組む「公助」が相互に

連携して進められることが重要です。 

 地域福祉保健計画では、生活課題や地域課題の解決に向けて「自助」、「共助」、「公助」を組み合

わせ、関連付けながら総合的に取組を進めていきます。 

 

＜自助・共助・公助の定義について＞ 

 
⾃治体・国、社会保険（介護保険・年⾦など）、福祉サービス・制度（⽣活保護など）

⾃助 共助

公助

組み合わせ
⾃分や家族でできることを⾏う。
⾃分の⼒を発揮できるようにする。

地域や仲間同⼠でお互いに
助け合いながら、できることを⾏う。

個⼈や家族・地域等でできない
⽀援を公的機関が⾏う。

個⼈、家族・親戚 知⼈・友⼈、近隣・地域社会
グループ・団体

【自助】自分や家族でできることを行う。自分の力を発揮できるようにする。 

【共助】地域や仲間同士でお互いに助け合いながら、できることを行う。 

【公助】個人や家族・地域等でできない支援を公的機関が行う。 
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(５) 地域福祉保健計画の策定の趣旨 

 地域福祉保健計画の策定の趣旨は、地域住民と関係機関・団体等が協力して取り組む地域づくりを計

画として明文化し、合意形成を図りながら推進していくことにあります。 

 計画の策定を通じて、地域住民と関係機関・団体等が地域ごとの現状と課題を明らかにし、より良いま

ちづくりに向けた目標を共有することで、同じ方向を見据えて、それぞれの役割に応じた取組を進めて

いくことができます。 

 地域住民や地域の多様な主体が互いにつながり、支えあう地域共生社会の実現に向けて、地域に暮

らす一人ひとりが「私たちのまち」に関心を持ち、地域福祉保健の推進に取り組んでいくことが重要で

す。 
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2 計画期間 
 計画期間は、2024（令和６）年度～2028（令和 10）年度の５年間です。 

 
＜市計画・区計画の計画期間＞  

 

 

 

  

修正予定 
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3 計画の位置づけ 

(１) 「横浜市中期計画 2022～2025」との関係 

～「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」に向けて～ 

 本市では、令和 4 年度に策定した中期計画 2022～2025 において、2040 年頃のありたい姿と

して、横浜に関わる人・企業・団体の皆様と共有する指針となる「共にめざす都市像『明日をひらく

都市 OPEN×PIONEER』」を掲げました。 

 その実現に向けた 10 年程度の取組の方向性として、基本戦略「子育てしたいまち 次世代を共に

育むまち ヨコハマ」を掲げ、中期計画の核に据えています。 

 この基本戦略では５つのテーマを掲げ、子育て世代への直接支援に加えて、地域コミュニティや経

済活性化、まちづくりなど、様々な施策分野を連携させることで、市民生活の質と都市の活力の向上

の好循環を生み出し、横浜の魅力を総合的に高めていくことを目指しています。 

 横浜市地域福祉保健計画は、基本戦略におけるテーマ 02：コミュニティ・生活環境づくり「未来を

育むつながり・自然・文化・学びに溢れるまち」の実現に向け、互いに支えあい誰もが自分らしく活

躍できる地域づくりなどを推進する計画として位置づけています 。 

 横浜市地域福祉保健計画の推進を通じて、地域ぐるみで子育てを温かく見守る環境を醸成し、「子

育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を目指します。 
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(２) 福祉保健の分野別計画との関係 

 地域福祉保健計画は、地域の視点から高齢者、障害のある人、子ども・若者等の対象者や、保健や

健康に関する分野別計画に共通する理念、方針及び取組推進の方向性等を明示し、対象者全体の

地域生活の充実を図ることを目指しています。また、住民、事業者及び公的機関が協働する基本的

な事項を横断的に示すことで、地域における展開を総括する役割を果たします。 

 分野別計画に掲げた事業や地域活動支援は、地域福祉保健計画と連動して取組を進めることで対

象者の地域生活の充実を図っていきます。 

 なお、成年後見制度利用促進基本計画については、本計画の一部として位置付け、一体的に策定し

推進します。また、生活困窮者自立支援方策についても、本計画の取組と連携しながら計画的に推

進します。 

 
＜福祉保健の分野別計画との関係＞ 

 
 
 
  

横
浜
市
障
害
者
উ
ছ
থ

横
浜
市
⼦
न
ु
؞
⼦
育
थ

⽀
援
事
業
計
画

健
康
横
浜

े
ऒ
म
ऽ
地
域
包
括
ॣ
॔
計
画

(

横
浜
市
⾼
齢
者
保
健
福
祉
計
画
؞
介
護
保

険
事
業
計
画
؞
認
知
症
施
策
推
進
計
画
︶

個別法により対象者のニーズに応じたサービス
量の整備等

分野別の計画を
横断的につなぐ基本の仕組み
・地区別計画 ・地域ネットワーク
・住⺠活動間の横の連携⽀援
・⾏政、専⾨機関・市⺠活動団体等の横の連携

分野別の福祉保健⾏政を
横断的に展開する仕組みづくり

２１

横浜市
地域福祉保健計画

横浜市
地域福祉活動計画

地域福祉保健計画と他分野との関係

⽣活困窮者⾃⽴⽀援⽅策

各計画の対象者の地域⽣活を⽀えるため、
地域福祉保健計画に位置付けられた取組と
連動して進めるべき取組等
例︓地域での⾒守り・⽀え合い、

⾝近な地域で参加できる機会の充実 等

横浜市成年後⾒制度
利⽤促進基本計画

経済的に困窮し、これまで支援の狭間にあっ
た方々の早期の自立を支援する第二のセーフ
ティーネットとして制度化

権利擁護及び⽣活困窮に対応する取組が、
本計画における早期発⾒・⽀える仕組みづく
りの取組と重なるため、成年後⾒制度利⽤促
進基本計画については、本計画の⼀部として
位置付け、⼀体的に策定し推進
⽣活困窮者⾃⽴⽀援⽅策についても、本計
画の取組と連携しながら計画的に推進

横浜市地域福祉保健計画

修正予定 
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(３) 市計画・区計画・地区別計画の関係 

 横浜市の地域福祉保健計画は、市計画、18 区の区計画及び地区別計画（地区連合町内会※2単

位）で構成しています。 

 政令指定都市である横浜市の場合、各種福祉保健サービスの提供や、区民ニーズや地域特性に

基づく取組の中心は区であるため、各区で区計画を策定しています。さらに、地域課題や生活課

題にきめ細かく対応するためには、お互いに顔の見える小さな圏域を単位とすることが必要なた

め、第２期計画から各区で地区別計画を策定・推進しています。 

 市計画では、計画の推進を通じて目指す目標である「基本理念」と、より具体的な方向性である

「目指す姿」、計画の推進にあたっての前提となる考え方である「推進の視点」を示しています。 

 これらは、全市に共通する目標、方向性、考え方であり、市計画は区計画の推進を支援する計画と

して位置づけられます。 

 区計画・地区別計画では市計画の「基本理念」と「目指す姿」、「推進の視点」を踏まえつつ、各区

の地域特性に応じた方針・取組を検討します。 

  

                                                       
※2 多くの自治会町内会が参加し、主に自治会町内会相互の連絡調整や地域住民の福祉増進のために広域的

な事業（例えば、地区での運動会や、災害を想定した防災訓練、青少年健全育成のための繁華街でのパトロー

ルなど）を実施する組織。 
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＜市計画・区計画・地区別計画の位置づけと盛り込む内容＞ 

 市計画 

区計画 

区（全体）計画 
地区別計画 

（地区連合町内会単位） 

位
置
付
け 

 全市域を対象とした計画 

 全市に共通する「基本理

念」と「目指す姿」、「推進の

視点」を明示 

 区の特性に応じた、区民に

身近な中心的計画 

 地区別の課題に対応す

るため、地区が主体とな

り、区・区社協・地域ケア

プラザが協働して策定・

推進する計画 

盛
り
込
む
内
容 

 全市に共通する「基本理

念」と「目指す姿」、「推進の

視点」 

 上記の実現に向けた市域

で取り組むべき課題に対

する市・市社協の取組 

 区計画の推進に必要な市・

市社協の取組 

 市計画の「基本理念」と「目

指す姿」、「推進の視点」を踏

まえた、地域特性に応じた

区の方針 

 上記の実現に向けて区域で

取り組むべき課題に対する

取組 

 地区別計画の活動を支える

地区別支援チームの取組 

 区計画の方針を踏まえ

た、地域特性に応じた地

区の方針など 

 住民主体の活動により解

決を図る課題に対する

取組 

 上記の実現に向けた課

題と、地区の取組 

 
＜市計画・区計画・地区別計画の関係＞
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(４) 圏域の考え方 

 横浜市は人口約 370 万人の大都市であり、同じ市の中でも地域によって生活上の課題等が異な

っているため、一律の計画のみでは、課題解決を進める上で十分とはいえない状況にあります。住

民が地域生活課題を解決するためには、一定の範囲で地域の特性や状況に応じた検討や取組を

行う必要があります。 

 地域福祉保健の圏域を横浜市の現状から考えると、次のように分けられます。 

 

＜地域福祉保健計画における圏域＞ 

 

圏域 圏域の考え方 

近隣 

自治会町内会の班（組）程度 

隣近所の付き合いや地域住民相互の協力により、支援の必要な人

を把握し、見守りや日常の生活支援等を行う基礎的な範囲。 

自治会町内会 

人口平均 1,300 人程度 

地域住民の暮らしの課題を解決していくために日常的な活動を行

う範囲。団地やマンション等もこの範囲。 

地区連合町内会 

人口平均15,000人程度 

253 地区 

自治会町内会、各団体・組織がまとまり、地区連合町内会や 

地区社会福祉協議会（以下、「地区社協」という。）※3を組織し、活動

を行っている圏域。 

日常生活圏域(中学校区程度) 

人口平均25,000人程度 

地域ケアプラザ(146 圏域) 

地域ケアプラザ（地域包括支援センター）等、身近な地域課 

題を解決するための福祉保健サービスや公共施設が整備されてい

る圏域。 

区域（18区） 

人口 10～35 万人程度 

効果的なサービス提供を実現するために区社協をはじめとした

様々な公的機関を整備し、区役所を中心にそれぞれの圏域で把握

した各地区に共通する地域課題を共有し、各地域を支援する地域福

祉保健施策を進める圏域。 

市域 

人口 370 万人 

市全域を対象とした、総合的な地域福祉保健の取組を推進す 

る圏域。 

 

  

                                                       
※3 その地域に暮らす人たちが、自らの地域を良くするために様々な活動を行う任意の団体 
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1 国の動向 

(１) 地域福祉推進の理念 ～地域生活課題の把握と、関係機関との連携等による解決～ 

 日本では、未婚化・晩婚化や高齢化の進行に伴い、単身世帯が増加、世帯規模が縮小しています。

また、日本型雇用慣行の変化により、安定した雇用につけない人が増加しています。地域において

は、近所付き合いをはじめとする住民同士のつながりが弱くなってきています。 

 日本の社会保障制度が前提としてきた、頼れる家族がいる、安定した雇用についている、社会的な

つながりがあるといった状況が変化する中で、制度上これまで想定されていなかったような課題や、

生活保護、高齢者福祉、障害福祉、児童福祉の一つの分野にとどまらない複合的な課題を抱える人

や世帯が増えています。 

 こうした中、2017 年に社会福祉法が改正され、地域福祉推進の理念が次のように規定されまし

た。福祉サービスを必要とする住民だけでなく世帯も対象となっていること、福祉や介護、保健医療

にとどまらず多様で複合的な地域生活課題を捉えていること、その地域生活課題を「把握」するとと

もに「関係機関との連携等による解決」が図られることを目指していることが分かります。 

地域福祉推進の理念（社会福祉法第 4 条第 3 項より） 

地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が

抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しく

は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福

祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住

民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地

域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機

関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 

 

(２) 包括的な支援体制づくり ～課題解決 ＆ つながり続けるアプローチ～ 

 さらに、上記の「地域福祉推進の理念」を実現するため、市町村が「包括的な支援体制」づくりに努

める旨が規定されました。「包括的支援体制」については、以下のように定められています。 

「包括的支援体制」とは？  

①地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備 

②住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と

連絡調整等を行う体制 

③主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域

生活課題を解決するための体制 

出典：厚生労働省社会・援護局地域福祉課「社会福祉法の改正趣旨・改正概要（重層的支援体制整備事業

について）」，令和 3 年 1 月 7 日 
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 その後、国では「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会（地

域共生社会推進検討会）」が設置され、「包括的な支援体制」を具体化するための検討が行われま

した。ここでは、従来の「具体的な課題解決を目指すアプローチ」に加え、「つながり続けることを目

指すアプローチ」（伴走型支援）が必要であり、２つのアプローチを支援の両輪として組み合わせて

いくことが重要とされました。 

「伴走型支援」とは？ 

具体的な課題解決を目指すアプローチは、本人が有する特定の課題を解決に導くことを目指すもの

である。このアプローチを具体化する制度の多くは、それぞれの属性や課題に対応するための支援（現

金給付、現物給付）を行う設計となっている。 

これに対して、つながり続けることを目指すアプローチ（以下「伴走型支援」という。）は、支援者と本

人が継続的につながり関わり合いながら、本人と周囲との関係を広げていくことを目指すものであ

る。伴走型支援は、特に、生きづらさの背景が明らかでない場合、自己肯定感や自己有用感が低下して

いる場合、8050 問題など課題が複合化した場合、ライフステージの変化に応じた柔軟な支援が必要

な場合などに有効である。 

出典：「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」（地域共生社会

推進検討会）最終とりまとめ，令和元年 12 月 26 日 

 

 また、市町村において、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する「包括的な支援体

制」の構築を推進するため、以下の３つの支援を一体的に実施する事業の創設を行うべきとしまし

た。 

「包括的な支援体制」の構築を推進するための新たな事業における３つの支援 

断らない相談支援 
本人・世帯の属性にかかわらず受け止める相談支援 

参加支援 
本人・世帯の状態に合わせ、地域資源を活かしながら、就労支援、居住支援などを提供することで社

会とのつながりを回復する支援 

地域づくりに向けた支援 
地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と役割を生

み出す支援 

出典：「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」（地域共生社会

推進検討会）最終とりまとめ，令和元年 12 月 26 日 
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2 統計データからみる横浜市の状況 

(１) 2020 年をピークに人口は減少、今後は 85 歳以上人口が大幅に増加 

 横浜市の人口は、2020 年に約 377.7 万人とピークを迎え、現在は減少傾向にあります（以下の

グラフの推計時点では、ピークは 2019 年）。 

 今後は少子高齢化が進むことが懸念されており、特に 85 歳以上人口の急激な増加が見込まれて

います。 

 

＜人口と年齢３区分人口の構成比の将来推計＞ 

 
 

＜年齢区分ごとの人口の増減（2015 年=100.0）＞ 

出典：横浜市将来人口推計（政策局 基準時点：2015 年）  

372.5 373.3 371.0 366.5 360.2 352.4
343.7

334.6
324.9

313.9
302.0

12.7% 12.0% 11.5% 11.2% 11.1% 11.1% 11.0% 10.9% 10.7% 10.6% 10.6%

64.0% 62.9% 62.5%
61.0%

58.5% 55.6% 54.2% 53.8% 53.9%53.9% 53.7%

23.4%
25.0% 26.0% 27.8%

30.4%
33.3% 34.8% 35.4% 35.4% 35.5% 35.6%

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0% （万人）

合計 0～14歳 15～64歳 65歳以上

現時点のデータの為今後更新予定 

調整中 

100.0

83.0
68.0

82.2
68.1

116.9
80.2

121.0 111.8

247.4

338.1

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

2015年 2040年 2065年

0～14歳 15～64歳 65～74歳 75～84歳 85歳以上

（85歳以上）

＋26.4万人

（75～84歳）

＋3.5万人

（65～74歳）

－9.2万人

（15～64歳）

－76.0万人

（0～14歳）

－15.0万人
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(２) 単身世帯の増加 

 横浜市では、単身世帯数が増加しており、1980 年の約 14.0 万世帯から、2020 年には約 69.9

万世帯（約５倍）に増加しています。また、2020 年に人口の 18.9％が単身世帯となっています。 

＜単身世帯数と人口に対する単身世帯の割合（横浜市）＞ 

 
出典：国勢調査（総務省） 

 

(３) 地域における「つながり」の希薄化 

 「健康に関する市民意識調査」の結果をみると、「地域の人々と関わりを持とうと思う者の割合」と

「地域の人々は困った時に助けてくれると思う者の割合」は徐々に減少傾向にあり、地域における住

民同士の「つながり」の希薄化が懸念されます。 

＜ソーシャルキャピタル※4の状況＞ 

 
出典：健康に関する市民意識調査（健康福祉局）  

                                                       
※4 社会や地域における人々の信頼関係や結びつきを表す概念。 
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(４) 自治会町内会加入率の減少 

 自治会町内会の加入世帯数および加入率は、徐々に減少しています。 

 

＜自治会町内会加入世帯数及び加入率の推移＞ 

 
出典： 自治会町内会実態調査（市民局地域活動推進課） 

 

(５) コロナ禍における地域活動・交流機会の変化 

 地区社協の実施事業数をみると、コロナ禍の影響もあり、「地域全体の見守り（支えあいマップ・要

援護者マップなど）」や「居場所」、「主催研修」などの件数が大きく減少しています。 

 一方、コロナ禍の状況をとらえ、各地域において様々な工夫がされており、個別世帯の見守りや地域

全体の見守り（パトロール）の件数は増加しています。 

＜地区社協の実施事業数＞ 

 

出典：地区社協データ集（横浜市社会福祉協議会）  

1,665,516 1,680,768 1,700,306 1,723,409 1,762,612

1,233,767 1,233,118 1,230,968 1,226,969 1,222,602
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2,000,000

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

世帯数 加入世帯数（左軸） 加入率（右軸）

事業の種類 2018年度 2019年度 2020年度

個別世帯の見守り 290 277 288

地域全体の見守り（パトロール） 210 235 245

地域全体の見守り（支え合いマップ・要援護者マップなど） 228 223 144

交流（イベントなど単発な物） 766 755 228

居場所（サロン・子ども食堂など継続的なもの） 1,046 1,056 788

配食活動 81 85 77

主催研修 182 163 65

合計 2,803 2,794 1,835
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(６) 「何らかの形で、積極的に社会に役に立つことをしたい」と思う人※5が半数以上 

 市民意識調査における、「何らかの形で、積極的に社会に役に立つことをしたい」との問いへの回

答をみると、「そう思う」が 15.9％、「どちらかといえばそう思う」が 41.4％でした（合計：57.3％）。 

＜「何らかの形で、積極的に社会に役に立つことをしたい」と思う人の割合＞ 

 

出典： 令和３年度市民意識調査（政策局） 

 

(７) 市内の認証 NPO 法人の増加 

 市内の認証 NPO 法人の数は、2006 年度から 2021 年度の 15 年間で約 1.6 倍に増加していま

す（896 法人→1,501 法人）。 

 NPO 法人は、地域課題等の解決を担う主体として大きな役割を担っています。 

＜市内認証 NPO 法人の推移＞ 

 

出典：市民局  

                                                       
※5 「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた数値 

15.9% 41.4% 31.8% 6.0%

2.9%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,572

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない 無回答
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3 横浜市のこれまでの取組 

(１) より身近な地域での基盤づくり・体制づくりの推進 

 地区別計画は、地区連合町内会単位で策定・推進されていますが、地区連合町内会の中でも地域

が抱える課題などは様々です。したがって、地域の課題をより小さい単位である「自治会町内会単

位」で捉え、住民が取り組む活動も自治会町内会を単位として実施されるものもあります。 

 第４期計画では、自治会町内会圏域など、より身近な地域の活動を支援できるよう必要な支援に取

り組みました。 

 

(２) 地区別支援チームによる住民主体の活動支援 

 地区連合町内会圏域で策定される「地区別計画」の推進に向けて、区・区社協・地域ケアプラザ等

で編成される「地区別支援チーム」が地区ごとに設置されており、地区別計画における地域の取組

を住民が主体となって推進していけるよう支援を行っています。 

 地区別支援チームは、地区別計画・推進組織の会議等に参加し、住民とともに協働で計画の策定・

推進をすることが主な役割です。 

 チームメンバーは、それぞれが把握した地域の情報・課題を共有し、その解決に向けた取組について

検討し、必要な取組を地区の住民に対して提案するなど、その活動を支援しています。 

 

(３) 「地域に身近な福祉保健活動の拠点」としての地域ケアプラザの整備 

 横浜市では地域ケアプラザを「地域に身近な福祉保健活動の拠点」として位置付けており、日常生

活圏域ごとに設置しました。 

 地域ケアプラザは、高齢者、子ども、障害のある人など誰もが地域で安心して暮らせるよう、あらゆ

る層の人の相談を受け止めるとともに、地域住民の福祉・保健活動やネットワークづくりを支援し、住

民主体による支えあいのある地域づくりを支援しています。 

 地域の中での孤立を防ぎ、支援が必要な人を把握し、総合的に支援するとともに、地域の課題を明

らかにし、地域住民とともにその解決に取り組んでいます。 
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4 第４期計画の振り返りと第５期に向けた課題 
第４期計画の中間評価、および横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会において得られたご意見から、第

５期計画に向けた課題を以下のとおり整理しました。 

(１) 身近な地域における「つながり」と「支えあい」の創出が必要 

 

分科会１ ① 身近な地域における「つながり」を通じた「気づき」と、地域ぐるみでの緩やかな見守り体制

の構築 

分科会２ ④ 居場所を通じた「つながる機会」の創出 

分科会２ ⑥ イベントをきっかけとした、継続した「つながり」を生み出す工夫 

中間評価：地域住民、支援機関、企業等様々な主体による見守り体制づくりをさらに進めていく必要があ

る 

中間評価：様々な立場や背景を互いに尊重し、必要な時には支えあうことができる関係づくりが必要 

中間評価：コロナ禍で試行された SNS 活用等の工夫が今後も必要 

 

(２) 世代や分野にとらわれない、包括的な支援体制の構築が必要 

 

分科会１ ⑥多職種連携による包括的な相談支援体制の構築 

分科会１ ② 専門職が特定の分野のみでなく、幅広い問題発見意識を持つことが必要 

分科会１ ⑧ 既存制度との接点を活かした、継続した伴走支援 

中間評価：生活困窮者の支援やいわゆる「ごみ屋敷」など幅広い生活課題に対する支援には、幅広い視点か

らみた検討の場が必要 

 

 

(３) 困りごとを相談しやすい環境整備が必要 

 

分科会１ ➄ 「つながり」を通じた「自ら支援を求められる」環境整備 

分科会２ ⑧ 困りごとを相談しやすい環境の整備 

分科会１ ④支援機関とその機能、既存制度の周知 

中間評価：成年後見制度利用促進の取組は広がっているが、制度利用者の割合は少ない状況。 

中間評価：制度利用が必要な人が適切な支援を受け、自分の力を生かし、地域で安心して生活が送れるよう

取組を進めていく 

 

４期計画最終評価を踏まえて 
調整予定 
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(４) 交流などを通じた、障害などに対する正しい理解の普及が必要 

 

分科会１ ③ 交流などを介した、障害などに対する正しい理解の普及 

 

 

(５) 支援機関同士の情報共有・連携強化を通じた支援体制の強化が必要 

 

分科会２ ① 団体間での地域目標の共有と、気軽に相談できる関係性の構築 

分科会２ ② 団体同士の活動内容の共有、積極的なコミュニケーション 

中間評価：様々な機関の連携・協働による取組がこれまで以上に必要。支援機関同士をつなぐ役割が重要 

中間評価：地域活動団体と行政や関係機関がお互いの強みを生かして協働し、活動事例の共有や取組検討

の場づくり等に取り組む必要がある。 

中間評価：社会福祉法人の貢献活動を更に進めるためにきめ細やかな支援が必要。 

中間評価：ニーズの的確な把握、関係づくりなど支援機関によるコーディネートが必要 

中間評価：地域も企業も相互に有効性を感じられる取組にすることが必要 

中間評価：企業との連携が課題解決方法の一つとなるよう、事例共有等の対応が必要 

中間評価：活動立ち上げや継続の支援は引き続き必要 

中間評価：様々な参加団体がつながる機会や場を増やすことが必要 

中間評価：課題を共有する仕組みづくりや ICT 環境の活用に向けた支援が必要 

中間評価：資金確保の仕組みづくりも課題 

 

 

(６) 学校と地域が一緒になって子どもを育てるための取組が必要 

 

分科会２ ➄ 学校と地域による子どもを育てる取組 

中間評価：地域と学校の関係性が継続する支援が必要 

中間評価：子どもの頃から地域とつながりをつくるための取組は保護者や学校、地域を巻き込んだ仕組みが

必要 

 

(７) 一人ひとりの関心・参加意欲、個性に着目した多様な活動機会の創出が必要 

 

分科会１ ⑦ 地域活動の役割をカバーしあう人材の確保 

分科会２ ③ 一人ひとりの関心・参加意欲、個性に着目した多様な活動の機会の創出 
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分科会２ ⑦ 生きがいや楽しみと福祉保健活動の一体的な推進 

中間評価：地域の人と人とのつながりづくりの推進による地域活動から健康づくりの意識の醸成は徐々に広

まりつつあるが、さらにより多くの住民が身近な地域での健康づくり活動に取り組み、健康づくりの意識の定

着を図ることが必要 

中間評価：健康に関心が低い人や地域とつながりがない人への働きかけが必要 

中間評価：一人ひとりの価値観に合わせて選択肢が具体的に示され、地域の活動につながるきっかけづくり

が必要 
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第 3 章  

第５期市計画の方向性 

１ 全体像と基本理念 

２ 目指す姿 
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1 全体像と基本理念 
 計画の推進を通じて目指す全市に共通の目標である「基本理念」、およびより具体的な方向性であ

る「目指す姿」とその実現に向けた「推進のための取組」、さらに計画の推進にあたっての前提とな

る考え方である「推進の視点」は以下のとおりです。 
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2 目指す姿 

１．認めあい 

～お互いに尊重し、安心して自分らしく暮らせる地域～ 

 地域には様々な立場や背景の人がいます。その中には、その存在が十分に認識されず、孤立しがち

になるなどの生きづらさを抱えた人もいます。また、社会や生活環境の変化により、あるがままの自

分でいることが難しくなっている人もいます。 

 どのような人でも、安心して自分らしく暮らしていくためには、身近な地域で「受け入れられている」

「ここにいていい」と感じられることが必要です。 

 同じまちの中で一人ひとりの多様性を広く受け入れ「お互いを知り、認めあい、尊重する」ことで、誰

もが安心して自分らしく暮らせる地域社会を目指します。 
 

２．つながり 

～気にかけあい、支えあい、健やかに暮らせる地域～ 
 一人ひとりの「つながり」の形は多様です。近所の人と世間話をする、ひとり暮らしの方を日頃から

気にかけている、共通の趣味を持った者同士で集まる、生活の中で様々な困難を抱えている人が近

隣の住民や専門職のサポートを受ける。これらはいずれも暮らしの中にあるかけがえのない「つな

がり」といえます。 

 交流する場や機会を通じて、人と人との「つながり」をつくることは、暮らしを生きがいのある充実し

たものとし、心身の健康にも良い効果をもたらすことが期待されます。 

 人と人との「つながり」が、心身の健康や役割の創出などを通して支えあいへと発展し、暮らしやす

い地域の実現へと近づきます。 

 一方で、コロナ禍の影響や社会環境の変化により、これまでに比べて、つながりや気にかけあう機会

が減少してしまっている地域もあります。 

 今改めて身近な地域でつながることの大切さを共有し、お互いに気にかけあい、支えあえる地域を

目指します。 
 

３．ともに 

～助けが必要な人も、手を差し伸べる人も、ひとりで抱え込まなくていい地域～ 
 困りごとを抱えながら暮らしているひとの中には、「周囲に知られたくない」、「誰に頼れば良いかわ

からない」など、助けてと言えない人も多くいます。その一方で、「困っている人に気づいていても、ど

うすればよいか分からない」、「どう支援したらよいか分からず、抱え込んでしまっている」といった人

もいます。 

 助けが必要な人も、手を差し伸べる人も、孤立することなく、周囲に相談できる環境を地域の中に整

えていくことが必要です。 
 「住民同士のつながり」や「行政・関係機関等の分野を超えた連携」の推進など、あらゆる人や主体

が「ともに」取り組んでいくことで、ひとりで抱え込まない地域を目指します。 
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『第４章 推進のための取組』の見方 
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第 4 章 推進のための取組 

１ 身近な地域で支えあう仕組みづくり 

２ 地域における福祉保健活動を推進するための基盤づくり 

３ 多様性を尊重した幅広い市民参加の促進  
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1 身近な地域で支えあう仕組みづくり 

 
 

(１) 日常的なつながりを通じた住民による支えあいの充実 

＜現状・課題＞ 

 自治会町内会や民生委員・児童委員等を中心とした見守りやサロン活動等に加え、子どもの居場

所や移動販売等の活動の場を通して世代を超えた、幅広い対象者を意識した地域主体の見守りの

取組が進んでいます。 

 その一方で、コロナ禍で急増した困窮者からの相談の背景に、困った時に相談できる相手がおらず、

つながりが乏しい社会的孤立状態に置かれている人が多くいることも明らかになっています。 

 また、核家族化や共働き世帯の増加等により、子育て世帯が孤立しがちになる等、周囲とのつなが

りが持ちづらく、変化に気づきにくい環境が増えています。 

 まわりの住民は、身近に困っている人がいるということを知らなかったり、異変に気づいてもそれを誰

に伝えたらよいのか分からず、抱え込んでいたりするという現状もあります。 

 困っている人が地域のなかで孤立せずに、何らかのきっかけで困りごとを抱えた時に、安心して自ら

支援を求めることができるよう、これまで取り組まれてきた見守り・支えあいの活動だけでなく、地域

全体でお互いに気にかけあうことのできる関係を広げていくことが大切です。 

 世代や障害、国籍等、様々な立場や背景を超え、身近な地域での日常的な「つながり」を通じた地

域ぐるみの緩やかな見守り体制を構築していく必要があります。 

 

 

 身近な地域で気にかけあい、困りごとを抱えた人への気づきを広げる 

 日常的なつながりを通じた見守りの体制づくり 

 安心して地域生活を送るための支えあいの充実 

 

【全体の方向性】 

日常的なつながりを通じた住民による支えあいの充実に取り組むほか、地域の課題解決に向けた

住民・支援機関・関係機関の連携を促進していきます。また、高齢化の進展等を見据えて権利擁護を

推進するとともに、生活困窮、8050問題、ひきこもり状態にある人やヤングケアラー、そのご家族への

支援などに取り組みます。併せて、子どもや親が孤立しないよう地域における子育て支援の場や機会

を拡充します。 

取組のポイント 



第４章 推進のための取組  １ 身近な地域で支えあう仕組みづくり 

29 

＜取組＞ 

情報発信・啓発 

 隣近所の人の様子や暮らしをさりげなく気に掛けあうような、緩やかな見守りが大切であることの周

知啓発＜市＞  

 困りごとは多様であり、身近な地域にも困っている人がいるという視点を共有するための情報発信

＜市＞ 

 周囲の人の変化に気づいた時に、身近な支援者や支援機関、行政等につなげる大切さの周知啓発

＜市＞ 

 様々な支援機関・関係機関や当事者団体などの相談窓口の周知＜市＞ 

 地域住民に幅広く地域福祉保健の取組、活動を知ってもらうための PR＜市＞ 

 社会的孤立等、地域と支援機関が協働して受け止め、解決していく必要のある課題の提示と取組推

進の支援＜市・市社協＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

 一人ひとりの身近な「気づき」を共有するために、地域住民が繋がるためのきっかけづくり＜市・市

社協＞ 

 地域で様々な役割を担う人達が、困りごとを抱えている人を連携して見守る体制作りに向けた支援

＜市・市社協＞ 

 高齢者や障害のある人の外出中の行方不明や事故などを防ぐ、緩やかな見守り支援にむけた連携

の仕組みづくり＜市・市社協＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

 住民と企業、商店、施設、ＮＰＯ等、地域にある様々な主体による見守りの事例集約と共有＜市・市社

協＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

 地域の特性や課題に応じた支援を通じた地域のつながりづくり＜市・市社協＞ 

 地域における見守り機能強化に向けた市域の取組の検討＜市・市社協＞ 

 住民・企業・商店等を対象とした見守り活動に協力するサポーターの養成＜市・市社協＞ 

 障害等への理解を深め、本人の意思決定と見守りを進めていくための取組の検討、拡充＜市・市社

協＞ 
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 個別支援級の通学や余暇などの付き添い等をきっかけとした、身近な地域のつながりづくりの推進

＜市社協＞ 

 災害時要援護者支援等を通じた、平時からの地域主体の見守り活動の支援＜市・市社協＞ 

 コロナ禍で顕在化した課題の解決に向けた住民の支えあいによる取組の継続・拡充支援 

＜市社協＞ 
 

交流等の場の充実 

 住民相互の見守り、気づき、助けあいにつながる身近な地域における居場所づくりの推進 

＜市社協＞ 

 サロン、お茶会、趣味活動等の様々な交流の場が、地域の見守りにもつながる意識の共有＜市＞ 

 地域ぐるみで子どもを育てる場の充実＜市＞ 

 日常の様々な活動の中で、認知症や障害当事者等と交流し理解を深める機会や場の創出＜市＞ 

 防災訓練・美化活動等、地域住民同士が顔を合わせ交流ができるような場への支援＜市＞ 

 立場や背景、価値観の違いなどを互いに尊重し、必要なときに支えあうことができる関係づくりに向

けた身近な地域の中で日常的に交流できる機会、場づくりの推進＜市＞ 

 

 

＜活動指標＞ 

 

 

 

  

 

 調整中 

トピックスの掲載について 
 

4 章の取り組みに関連するトピックスを掲載します。 

市域の取組、もしくは市域で展開したい取組で、先進的、独自的な取組等（分野別計

画に入るものは除く）を掲載します。 
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（２） 課題解決に向けた住民・関係機関・団体の連携 

＜現状・課題＞  

 地域での見守り活動などは、自治会町内会や民生委員・児童委員等関係者を中心に日常的な取

組として行われており、それにより困りごとを抱えた人の気づきにつながっています。新型コロナウイ

ルス感染症の影響下では、地域での日常的なつながりがあることで、身近な人の困りごとに気づき、

地域と関係機関が協力した食支援の取組などがありました。 
 地域には、いわゆる「ごみ屋敷」や「８０５０問題」、ヤングケアラー、ひきこもりなどの生活課題を抱え

た人もいます。その生活課題解決のためには、既存の制度やサービスだけでは、対応することが難し

い場合もあります。 

 課題の背景には、社会的孤立に起因する課題が隠れていたり、制度の狭間や複合的な課題により

適切な支援に結びついていないなど、様々な要因が複雑に絡んでいることが考えられます。 

 支援が必要な人が、生活課題が深刻化する前に適切な支援につながるには、地域と支援機関・関

係機関の連携した対応が必要であり、関係者同士や人と社会資源などをコーディネートする役割が

重要です。また、困り事があった時に相談しやすい環境づくりも大切です。 

 複雑多様化した困りごとを抱えた人の暮らしの支援は多岐にわたるため、地域住民や一部の機関

だけでは支えきれないことがあります。 

 困りごとを抱えた人を支援する時に、一人で抱え込むのではなく、地域住民と関係機関が連携して

受け止め、それぞれが得意なことや役割を発揮し、その人の暮らしに寄り添いながらの伴走支援を

することが大切です。 

 

 困りごとを抱えた人を住民、支援機関・関係機関が連携して支援する 

 一人ひとり、各関係機関が持つ力を発揮できるようなコーディネート機能の充実 

 支援する人が一人で抱え込まずに、つながって受け止める体制づくり 

 複合的な課題に対応するためのネットワークの構築 

 

＜取組＞ 

情報発信・啓発 

 関係機関・活動団体等が、お互いの特徴や役割の理解を深める情報発信＜市＞ 

 支援を必要とする人に早期に気づき、的確な支援につなげるために、行政や支援機関・関係機関の

相談先の明確化や制度の周知、情報提供＜市＞ 

 幅広い専門職を対象とした担当分野にとどまらず、まずは一歩踏み出し相談を受け止める課題意識

の醸成＜市・市社協＞ 

取組のポイント 
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連携強化・ネットワーク構築 

 住民・住民組織と支援機関・関係機関等が連携・協働した地域課題の把握・共有・検討・解決の仕

組みづくり＜市・市社協＞ 

 連携・協働が必要な機関、施設との調整やネットワーク化への支援＜市＞ 

 いわゆる「ごみ屋敷」や「８０５０問題」、ヤングケアラー等、複合的な課題への相談・支援体制の構

築＜市・市社協＞ 

 複合的な課題を抱えた人を支援するため、各地域の状況にあわせた地域住民と専門職による情報

共有やネットワークづくり＜市＞ 

 各地域の状況に合わせた住民・住民組織と支援機関相互の情報共有＜市＞ 

 困っている人が、自分ひとりで抱え込まずに「助けて」と言える環境づくり＜市＞ 

 地域で活動している人が課題を抱え込まずに安心して活動できるよう、活動者同士のつながりを意

識したネットワークづくり＜市＞ 

 事業・施策を通じた見守り・支援が必要な人の早期発見・課題解決のための支援や協働＜市＞ 

 移動支援や買い物支援等、ネットワーク構築による解決への取組につなげるための共通課題の共

有＜市社協＞ 

 区域を超えて取り組む課題の明確化と、その対応に向けたネットワークの構築＜市社協＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

 複合的な課題や困りごとを抱えている人への支援方法に関する事例の共有＜市＞ 

 既存のネットワークを生かした、地域と支援機関の情報共有、課題解決事例・ノウハウの集約と発信

＜市・市社協＞ 

 地域と支援機関・関係機関が課題解決に向けて連携して取組んだ事例の紹介＜市＞ 

 住民・住民組織と企業、NPO、施設、関係機関等、地域にある様々な主体による見守りの事例の集

約や共有〈市・市社協〉 

 地域の状況に合わせた地域住民と支援機関との情報共有の仕組みづくりの推進＜市・市社協＞ 

 地域住民と支援機関の連携による取組の更なる発展を目的とした事例発表の実施＜市社協＞ 

 社会的孤立や生活困窮等、解決に向けた検討が必要な共通の地域課題の共有＜市社協＞ 

 地域活動における個人情報の正しい理解、取り扱い・活用方法の周知＜市・市社協＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

 地域では解決できないような生活課題や困りごとを抱えている人が、いつでも気軽に相談できる窓

口となる人材の育成＜市＞ 

 地域をよく知る人やキーパーソン等と一緒に、課題解決することについての研修や広報等による働

きかけ＜市＞ 

 関係団体・関係者に対する、連携の必要性やコーディネート力の向上を目的とした研修の実施（コ
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ーディネートの必要性や手法等）＜市・市社協＞ 

 地域と行政・専門職をつなげる関係機関におけるコーディネート役の育成・強化＜市＞ 

 専門職だけではなく地域福祉保健活動に関わる全ての行政職員に対する研修の実施＜市＞ 

 行政をはじめ、地域ケアプラザや基幹相談支援センター、地域子育て支援拠点等、支援機関及び関

係機関の専門職が、制度の狭間の課題に対して、その専門性を生かし積極的に支援に関わるため

のネットワーク化＜市・市社協＞  

 地域住民と関係機関が協働した個別支援及び早期発見の仕組み、生活課題への支援策の検討等

について、区社協や地域ケアプラザの理解を深める人材育成＜市社協＞ 

 

交流等の場の充実 

 地域に関する様々な情報を共有し、関係者同士で意見交換できる交流の場づくり＜市＞ 

 

＜活動指標＞ 

 

 

 

  

 
調整中 
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（３）  身近な地域における総合的な権利擁護の推進 

 

＜現状・課題＞ 

 高齢化が進むことで、判断能力が低下したり、認知症を発症する人も増えています。また、精神保健

福祉手帳や愛の手帳（療育手帳）を所持する人の増加傾向が続いています。認知能力の低下や障

害により判断能力が十分でない人に対する権利侵害を防ぐためには、支援を必要とする人の意向

を尊重する意思決定支援など、権利擁護支援が必要です。 

 権利擁護支援や成年後見制度利用促進の取組の中心的な役割を担う中核機関（よこはま成年後

見推進センター）が設置され、成年後見制度利用促進の取組は少しずつ広がっていますが、制度利

用が必要と見込まれるにも関わらず、実際に制度を利用する人は、まだ少ない状況です。 

 身寄りのない人や高齢者のみの世帯、また、虐待など深刻化、複雑化する課題を抱えた人も増加し

ています。認知症等で判断能力が低下した本人だけでなく、その家族を含めた支援を必要とする人

の身近な関係者に、権利擁護支援や成年後見制度の理解を広げ、課題が深刻化する前に支援に

つなげていくことが必要です。 

 障害や認知能力の低下により判断能力が十分でなくても、状況に合わせた適切な支援を受け、能

力を生かしながら、地域の中で安心して生活が送れるよう取組を進めていく必要があります。そのた

めには、支援を行う支援機関・関係機関同士がお互いの役割を理解し、地域連携ネットワークを構

築していくことが大切です。 

 児童虐待は、子どもの心身の発達に深刻な影響を及ぼす重大な権利侵害であるにも関わらず、全

国の児童虐待相談対応件数は増加が続いています。子育ての大変さを保護者だけで抱え込まない

ように、声かけや支援を行い、社会全体で支えていくことが必要です。 

 

 地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の充実 

 権利擁護支援を推進する地域連携ネットワークの拡充 

        （横浜市成年後見制度利用促進基本計画） 

 

 

横浜市成年後見制度利用促進基本計画については地域福祉保健計画の一部として位置付け、第

4 期に引き続き、本計画の一部として一体的に策定・推進します。 

権利擁護は、高齢者・障害のある人も含めたすべての人の権利を尊重し、自己実現・自己決定を支

援していくことです。成年後見制度利用促進も含め、児童虐待や消費者被害など、個人の権利や利

益が侵害されることがないよう取組を進めます。 

取組のポイント 
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＜取組＞ 

情報発信・啓発 

 幅広い市民に成年後見制度を知ってもらうための分かりやすい制度案内＜市・市社協＞ 

 対象者に合わせたパンフレットや動画等を用いた広報媒体の作成＜市・市社協＞ 

 身近な地域で権利擁護の取組や成年後見制度を知ってもらうための幅広い周知＜市・市社協＞ 

 高齢者・障害のある人と接する機会の多い身近な支援者への制度理解の推進＜市・市社協＞ 

 障害福祉における権利擁護支援についての普及啓発＜市・市社協＞ 

 「子どもの権利」「体罰によらない子育て」「ヤングケアラー」などに関する広報・啓発の推進＜市＞ 

 エンディングノートやあんしんノート等、終活支援、任意後見制度等の自己決定の後押しをする取組

の推進＜市・市社協＞ 

 意思決定支援と権利侵害の回復支援を基盤とした権利擁護に関する普及啓発＜市・市社協＞ 

 詐欺被害等の相談も踏まえた、消費生活総合センターや警察とも連携した普及啓発＜市・市社協＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

 本人に寄り添った身近な地域での権利擁護支援チームの形成＜市・市社協＞ 

 区協議会（成年後見サポートネット）を基盤とした地域における関係機関同士のネットワークの構築

＜市・市社協＞ 

 適切な制度運用や改善のための、中核機関を中心とした市域における連携強化＜市・市社協＞ 

 適切な後見人等の選任・交代のための、司法、関係機関・団体等との連携強化＜市・市社協＞ 

 後見人等を孤立させない権利擁護支援チームの形成や地域連携ネットワークの構築＜市・市社協＞ 

 権利擁護事業を実施する区社協あんしんセンターへの支援＜市・市社協＞ 

 市「障害者後見的支援制度」等、本人の意向に沿った見守りネットワークの構築・拡充 

＜市・市社協＞ 

 要保護児童対策地域協議会や横浜市子どもの貧困対策に関する計画推進会議等子どもの支援に

関する会議の開催＜市＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

 区協議会（成年後見サポートネット）における事例検討など、関係者での課題分析や共有＜市・市

社協＞ 

 事例集などを用いた、支援者の共通理解を得るための意識の醸成と研修等の実施＜市・市社協＞ 

 地域を基盤とした権利擁護支援の実践に関する集約と共有＜市・市社協＞ 
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人材育成・確保／体制強化 

 権利擁護支援に関わる相談支援機関のスキルアップのための研修の実施＜市・市社協＞ 

 本人の状況に合わせた適切な権利擁護支援につなげるための仕組みづくり＜市・市社協＞ 

 意思決定支援のガイドラインの理念に基づいた支援体制の構築＜市・市社協＞ 

 認知症や障害など本人の状況に応じた意思決定支援の推進＜市・市社協＞ 

 成年後見人等として活動している親族（親族後見人）を支援＜市・市社協＞ 

 地域で権利擁護を担う「市民後見人」の養成・活動支援・受任促進＜市・市社協＞ 

 法人後見を担う団体や新たに法人後見を行う団体等への活動支援＜市・市社協＞ 

 

＜活動指標＞ 

 

 

 

 

  

 

 
調整中 
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（４） 生活困窮者支援を通じた地域づくり 

 

＜現状・課題＞ 

 経済的な困りごとや生活の困りごとを抱えている人の多くは、社会的に孤立し、自ら必要な情報を取

得したり、自ら声を上げ相談したりすることが困難な状況にあります。 

 感染症の影響など社会情勢の変化に伴い、顕在化した新しい相談者層の多様なニーズに適切に

対応していく必要があります。 

 生活困窮者自立支援制度は、比較的新しい制度のため、地域や支援機関・関係機関へ引き続き制

度周知を行い、認識を深める必要があります。 

 困窮状態にある人は様々な課題を抱えているため、一つの制度や一機関だけで解決できないこと

が多く、複数の関係機関や地域の新たな社会資源とつながり、連携していく必要があります。 

 困窮状態にある人の「それぞれの自立」に向けた支援やつながりが途切れることがないよう、生活

保護制度との切れ目のない一体的な支援を行うことが求められています。 

 

 

 複合的課題に対応するための多機関連携 

 社会的孤立状態の予防、解消 

 支援者の孤立予防 

 「支える側」「支えられる側」に捉われず、誰もが地域の一員としての居場所や役割

をもてる地域づくり 

 

＜取組＞ 

情報発信・啓発  

 誰でも経済的困窮や社会的孤立の状態になりうることがあり、特別なことではないという意識の醸

成と相談しやすい地域づくり＜市＞ 

 困りごとを抱えながら自ら相談できない人に、身近な人（家族・親族・友人など）が、相談につなげる

生活困窮者自立支援制度の基本理念の一つである「生活困窮者支援を通じた地域づくり」を実

現するため、生活困窮者自立支援方策を本計画の一部として位置付け推進していきます。 

生活困窮者支援は、経済的な自立だけではなく、日常生活や社会生活の自立など、その方の状態

に応じた自立を目指しています。そのために、生活困窮者の早期把握や見守りのための地域ネットワ

ークを構築するとともに、「支える・支えられる」ではない「相互に支え合う地域」の構築を本計画と一

体的に推進します。 

取組のポイント 
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ことができるよう、広く市民に向け様々な媒体を活用した制度周知や講座等を実施＜市＞ 

 問題が深刻化・複雑化する前に自ら対応することができるよう、広く市民を対象にした各種支援制

度の周知や講演会の実施＜市＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

 複合的課題や既存制度では解決できないニーズに対して、多機関で連携しながら支援するための

ネットワーク構築＜市＞ 

 困窮者施策をより効果的に進めるための課題共有や役割分担及び庁内関係部署の連携の促進 

＜市＞ 

 身近なところで、支援が必要な人に気づき、必要な支援につなぐことができる「気づきのネットワー

ク」、及び身近な地域で見守り支えあうことができる「支援のネットワーク」づくり＜市＞ 

 

事例・ノウハウの共有  

 包括的相談支援体制の実現に向け様々な関係機関と分野を超えて連携するための、支援事例や取

組の共有＜市＞ 

 市内関係者間における個別支援や地域づくりの好事例やノウハウの共有及び活用促進＜市＞ 

 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度、双方の強みを生かした自立支援実現のためのノウハウ

の共有＜市＞ 

 

人材育成・確保／体制強化  

 身近なところで支援が必要な人に気づき、必要な支援につなぎ、連携して支援する担い手を育成す

るための制度周知及び研修の実施（支援機関・関係機関、地域の支援者向け）＜市＞ 

 対象者の属性に捉われず、複雑化・多様化したニーズを受け止め、庁内一丸となって支援するため

の人材育成及び庁内連携強化＜市＞ 

 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の間で、切れ目のない一体的な支援を行うための意識

醸成及び人材育成＜市＞ 

 公的サービスの利用だけでなく、地域資源へのつなぎや創出も含め、社会的に孤立している人の支

援を実現できる人材の育成＜市＞ 

 コロナ禍における寄付を活用した支援や食支援などのノウハウを生かした、生活困窮に関連する課

題解決に向けた取組の検討実施＜市社協＞ 

 

交流等の場の充実 

 一人ひとりに寄り添った、それぞれの自立の形を実現するためのサポート（様々な形の社会参加の

実現）＜市＞ 
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 社会的に孤立している人が、人とつながることのできる多様な場の創出＜市＞ 

＜活動指標＞ 

 
調整中 
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2 地域における福祉保健活動を推進するため

の基盤づくり 

 
 

（１）地域における関係組織・団体の体制の強化  

＜現状・課題＞ 

 市内には●●の地区連合町内会、●●の地区社協、●●の地区民生委員児童委員協議会

（R5.4.1 現在）が組織されており、これまで身近な地域における見守りをはじめとした様々な取組

を積み重ねてきました。 

 自治会町内会の加入率の低下や、民生委員・児童委員をはじめとした委嘱委員の充足率の低下が

見られます。また、団体によっては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等による活動の縮小休

会・解散などがあり、地域のつながりや交流の機会が持ちづらくなっています。 

 地域には、特定のテーマ（目的）や課題の解決に取り組む団体、障害当事者団体等、様々な団体が

活動しています。課題として、メンバーの減少や高齢化により思うように活動ができない、必要として

いる人に情報が届かない、活動資金の不足によって継続が難しいなどの声が聞かれています。 

 

 

 

・自治会町内会、地区社協、地区民児協等の活動や運営の継続・拡充に向けた支援 

・地域における福祉保健活動の推進に向けた関係組織・団体の協力体制づくり 

・新たな活動の立ち上げや継続・拡充に必要な支援の充実 

 

 

 

【全体の方向性】 

地域では人口減少・少子高齢化等により担い手不足等の課題があります。地域で活動している関

係組織・団体の支援に取り組むほか、社会福祉法人・企業・学校等の福祉保健活動への参画を支援

します。また、区役所、区社協、地域ケアプラザ等が協働して地域を支えるための基盤づくりを進めま

す。 

取組のポイント 
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＜取組＞ 

 情報発信・啓発  

 新たな取組を始める際の活動に関する支援制度について、市役所関係局課の連携による周知 

＜市＞ 

 事例を用いて、誰もが役割を持って主体的に参加できる地域の居場所等の意義や効果の集約と発

信＜市社協＞  

 地域活動団体支援の一環となる共同募金等の周知＜市社協 ＞ 

 地域にある様々な活動団体情報の発信＜市社協＞ 

 

 連携強化・ネットワーク構築  

 高齢者、障害のある人、子ども・若者等の地域の活動団体が、分野を越えて連携し、顔の見える関係

性を構築するための支援＜市＞ 

 他団体や社会貢献活動を行っている企業との連携・協働による課題解決策の提案＜市＞ 

 地域で活動する関係組織・団体の継続・拡充に向けた連携支援＜市社協 ＞ 

 区域を越えて活動する団体の連携・協働による課題解決の場づくりや協働事業の提案＜市社協＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

 地区連合町内会、地区民児協、地区社協等による、地域の主体的な取組の立ち上げ・継続・発展を

更に支援できるよう、様々な連携事例・ノウハウの集約と発信＜市・市社協＞ 

 団体が自立し活動していくために必要な資金確保の手法等、支援策の提供＜市＞ 

 検討会等で整理された地区社協活動の充実・強化に向けた方向性の「地区社協のてびき」等への

反映、方針の策定＜市社協＞ 

 地区社協活動の充実・強化に関する事例の集約と発信＜市社協＞ 

 コロナ禍による地域の変化を踏まえた人材確保事例の共有と発信＜市社協＞ 

 活動の組織化における支援事例の集約と発信＜市社協＞ 

 身近な地域福祉保健活動団体同士による連携・協力といった事例の集約と情報発信＜市社協＞ 

 活動団体等が様々な活動に取り組めるよう、財源獲得を含む課題解決手法の検討・情報提供＜市・

市社協＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

 地域活動者を対象としたフォローアップ研修やリーダー層に向けた研修の充実＜市・市社協＞ 

 各種地域活動の役割を補いあえる人材の確保に向けた支援＜市＞ 

 既存の活動時間や内容にとらわれない、働く世代が地域活動に参加しやすい体制づくり＜市・市社

協＞ 

 関係組織・団体のデジタル技術の有効活用の推進＜市＞ 
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 「ネットワーク機能を生かして困りごとを抱える人を支える」という地区社協の目的・方向性の共有 

＜市社協＞ 

 地区社協活動の充実・強化の方針に関する区社協及び地区社協向け研修＜市社協＞ 

 コロナ禍による地域の変化を踏まえた地区社協支援＜市社協＞ 

 区域、地区連合町内会圏域等における地域人材の発掘・養成に係る事例の集約と発信＜市社協＞ 

 ニーズに合わせた助成金制度の見直し＜市社協＞ 

 

交流等の場の充実 

 地区連合町内会、地区社協等の地域の活動団体と行政や関係機関がお互いの強みを生かし協働

する場の創出＜市＞ 

 各種制度や枠組みを超えた取組の検討のための場づくり＜市＞ 

 

＜活動指標＞ 

 

  

 

 
調整中 
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(2) 社会福祉法人・企業・学校等の主体的な参画に向けた支援 

＜現状・課題＞ 

 昨今の社会環境の変化に伴い、社会福祉法人は、社会福祉事業に係る福祉サービスの供給確保の

中心的役割を果たすとともに、他の事業主体では対応できない様々な福祉ニーズを充足することに

より、地域社会に貢献していくことが求められています。 

 地域と社会福祉法人・企業等が連携した取組が広がっていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、今までの取組が思うように進められなくなりました。 

 子どものころから地域とつながることにより、地域に愛着を持ち、地域ぐるみで子育てをしていく風土づく

りへとつながることから、学校を核とした地域づくりの視点が重視されています。 

 多様な主体が地域のニーズや連携先の強みを活かした取組を行うためには、支援機関のきめ細かな支

援が必要であり、単発的な取組から継続的な連携を通じた地域づくりへと広げていくことが求められて

います。 

 地域課題解決に向けた取組に、多様な主体がそれぞれの役割や特徴を活かして、参画できるような支援

機関によるコーディネートが必要です。また、様々な活動団体や活動者がつながる交流の機会や場をさ

らに増やしていくことで、互いに気軽に相談できる関係づくりを支援していくことが必要です。 

 
 

 

 社会福祉法人・企業による地域貢献活動の促進 

 地域と学校の連携・協働の推進 

 多様な主体が連携して地域課題を解決するための支援 
 

 

＜取組＞ 

情報発信・啓発 

 社会福祉法人が地域の活動団体と連携・協働する意義や必要性の周知＜市＞ 

 市社協の会員施設の種別ごとの部会や研修等、様々な機会を通じた地域貢献活動の意義や必要

性の周知＜市社協＞ 

 企業・商店等へ向けた地域の課題、必要な支援についての情報発信＜市＞ 

 イベントなどを通じた子どものころから地域に興味・関心を持ってもらうための情報発信＜市＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

 地域課題の解決に向けた地域・社会福祉法人・施設、企業・商店等のコーディネート＜市社協＞ 

取組のポイント 
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 社会福祉法人・企業・商店・施設・NPO 等の強みを生かした社会貢献のコーディネートと先駆的な

取組の実践＜市・市社協＞ 

 地域と学校、関係機関が連携した、不登校やひきこもり、ヤングケアラー等への対応に向けた検討・

実施＜市・市社協＞ 

 多様な主体が連携し、継続的に取組が進められるよう、支援機関によるコーディネートの促進＜市＞ 

 地域の課題共有や解決の検討に向けた区社協と会員施設の連携強化支援＜市社協＞ 

 寄付の仕組みを生かした多様な主体による課題解決へ向けたコーディネート＜市社協＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

 社会福祉法人・施設による地域貢献活動における特徴的な事例の把握と共有＜市社協＞ 

 社会福祉法人・施設の地域貢献活動の推進に向けた、課題の整理と提案＜市社協＞ 

 学校・市民利用施設・社会福祉法人、企業・商店等、それぞれの特徴を生かした地域での活動事例

の集約と発信を通じた地域づくりの方向性や視点の共有＜市社協＞ 

 市内外の企業による取組事例や様々なデータの提供等による、多様な主体と地域がつながるため

の取組支援＜市＞ 

 各地域に向けて多様な主体が既に協働している先進事例を周知する場の提供や周知方法の検

討・実施＜市＞ 

 ＮＰＯと地域、関係機関等が連携した、生活課題、地域課題への対応事例の集約と発信＜市

社協＞ 

 市社協の会員組織としてのネットワークなどを活用した地域活動、地域づくりを協働する事

例の集約とその分析を通じた視点・取組の方向性の共有ノウハウの集約＜市社協＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

 地域課題の解決に向けた地域・社会福祉法人・施設・企業・商店等とのコーディネート＜市社協＞ 

 社会的な課題や地域課題の解決に向けた住民と企業が連携した取組等、多様な主体の連携に関

する新たな事業の試行実施＜市社協＞ 

 不登校やひきこもり、ヤングケアラー等の学齢期の課題対応に向けた、地域と学校、関係機関による

検討と対応策の実施＜市・市社協＞ 

 課題や地域ニーズの把握と多様な主体の活動をマッチングできるような人材・団体の育成＜市＞ 

 市社協の会員施設や団体と連携した福祉人材の確保・育成支援＜市社協＞ 

 

交流等の場の充実 

 地域協議会の設置、開催を通じた社会福祉法人が地域と共に地域の福祉ニーズを検討する機会

の提供＜市＞ 

 様々な活動団体や活動者がお互いの強みや経験を知る、つながる交流の機会や場づくり＜市＞ 
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＜活動指標＞ 

  

 

 
調整中 
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（３）区役所・区社協・地域ケアプラザ等の協働による地域を支える基盤づくり 

＜現状・課題＞ 

 区役所・区社協・地域ケアプラザ等の支援機関は、地区別支援チームを組織し、各職種の専門性を

生かして地区別計画の策定・推進に関わり、地域を支援しています。 

 それぞれの支援機関の総合力を発揮して住民・関係機関等との協働による課題把握・解決への取

組を進めています。 

 地域における生活課題は複雑化・複合化しているため、区役所・区社協・地域ケアプラザ等におい

て一層連携・協力し、課題解決を図ることが大切ですが、課題共有・検討・解決を図る場づくりは十

分とは言えない状況です。 

 支援機関は、目指す地域像を共有し、その達成に向けて各機関が果たすべき役割を確認しながら、

地域を継続的に支援する体制づくりが引き続き必要です。 

 

 

 

 地域特性をふまえた地域支援の推進 

 個別支援と地域支援の一体的な推進に向けた地区別支援チームの総合力の発揮 

 包括的な支援の体制づくりに向けた関係機関の連携・協働 

 

 

＜取組＞ 

情報発信・啓発 

 データ活用の推進など、住民や関係機関が協働により地域課題を解決するための基盤を構築 

＜市＞ 

 生活困窮、８０５０問題、ヤングケアラー等、複雑化・複合化した課題への地域支援の必要性につい

て、講座等で周知＜市＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

 区役所・区社協・地域ケアプラザの各事業担当者会議や職員研修の実施による組織間・職種間の

連携促進＜市・市社協＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

 社会的孤立・生活困窮、ヤングケアラー、8050 問題等、複雑化・複合化した課題の対応事例の共

有＜市・市社協＞ 

取組のポイント 
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 「地域ケアプラザ業務連携指針」に基づく地域ケアプラザの職種間連携事例の集約と共有＜市・市

社協＞ 

 区役所・区社協と地域ケアプラザの連携による地域支援実践事例の集約と情報発信＜市社協＞ 

 区社協、地域ケアプラザの実践に基づく手引きの作成・見直し＜市社協＞ 

 行政等から地域に提供される情報を地域支援に有効活用していくための手法の提示＜市社協＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

 支援機関が、地域の課題を住民目線で捉え、支援者として関わるスキルを身につけるための研修の

実施＜市・市社協＞ 

 職員のコーディネート力の向上を目的とした区社協、地域ケアプラザ向け研修の実施 

＜市・市社協＞ 

 地域のニーズに合わせた地域ケアプラザの機能の検討＜市＞ 

 複雑化・複合化する課題に対する支援機関としての解決策の検討と施策化＜市・市社協＞  

 地区別支援チームの総合力を発揮し、個別支援と地域支援を一体的に進めるための視点の共有＜市・

市社協＞  

 多機関連携により支援が必要な人を地域につなげる意識の醸成と情報の共有＜市＞ 

 地区別計画の策定・推進支援のための研修、会議等の実施＜市・市社協＞ 

 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業等を通じた、地域における切れ目のない支援とそれ

が実現できる地域づくりへの実践の方向付け・支援＜市社協＞ 

 

＜活動指標＞

 

 
調整中 
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３ 多様性を尊重した幅広い市民参加の促進 

 
 

(１) 多様性を理解し、尊重しあえる地域づくり 

＜現状・課題＞ 

 誰もが自分らしく暮らしていくためには、一人ひとりの立場や背景を踏まえて、それぞれの生き方や

存在を相互に理解し、尊重しあえる意識をより一層高めていくことが大切です。 

 障害のある人や外国人、性的少数者など、様々な立場や背景のある人に対する偏見や差別がある

ことで助けを求めにくい状況や、家族が抱え込んでしまっている状況があります。 
 福祉教育や啓発活動を通して、多様性の理解や困難な状況にある人を受け止める地域づくりが進

められていますが、生きづらさの背景は多様化かつ複合化しており、より多くの人に理解を広めてい

く必要があります。 

 障害当事者同士や団体、相談支援機関の交流やネットワークは広がりつつあるものの、障害による

コミュニケーションの難しさもあり、障害当事者の中にはつながりが希薄であることを感じている人

もいます。 

 同じ地域で尊重しあって暮らすためには、日常の中でつながり、互いの状況を踏まえ、得意なことや

不得意なことを理解し、補いあえる関係性が育まれていくことが大切です。 

 

 

 立場や背景、価値観の違いを理解し、尊重しあえる風土づくり 

 日常のつながりの中での相互理解の推進 
 
 
 
 
 

 

【全体の方向性】 

障害のある人や外国人、性的少数者など、様々な立場や背景、価値観の違いといった多様性を理

解し、尊重しあえる地域づくりを進めます。また、身近な地域で交流し、つながり、社会に参加する機会

を創出・拡充するとともに、一人ひとりの状況に合わせた健康づくりを推進します。デジタル技術の活

用など、アフターコロナも含めた新たな時代や環境の変化に即したつながりづくり等も検討・創出し

ます。 

取組のポイント 
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＜取組＞ 

情報発信・啓発 

 学校での多様性の理解につながる周知、啓発＜市＞ 

 地域住民の多様性の理解につながるような活動等の周知＜市＞ 

 ソフトとハードが一体となった地域づくりの推進、多様性を尊重し、安心して自由に生活できる福祉

のまちづくり等に関する情報提供及び理解促進＜市＞ 

 困ったときに、互いに支えあう関係づくりを構築できるよう、市と区の連携による関係機関や地域に

向けた啓発＜市＞ 

 まちづくり等、福祉保健に限らず関連する多分野と連携した地域づくりの推進と支援制度の周知 

＜市＞ 

 障害理解の促進と活動機会の拡充に向けた、障害者施設等の自主製品販売や作業受注に関する

情報発信＜市・市社協＞ 

 障害のある人等の当事者講師による理解促進の取組拡充＜市社協＞ 

 多様性理解の啓発ツールの作成と頒布＜市社協＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

 国際交流ラウンジ、市民協働推進センター、市民活動・生涯学習支援センター、市民利用施設等の

様々な社会資源と関係機関等の多文化共生と地域福祉のつながりを意識したネットワーク構築 

＜市＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

 多様性理解を促進するため、安心、安全に地域活動を続けられる工夫等の取組事例の共有＜市＞ 

 多様性理解を促進するプログラムの検討と運用方法の提案＜市社協＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

 地域の中で高齢者、障害のある人、子ども・若者、外国人等との出会いやつながる機会の創出＜市・

市社協＞ 

 障害理解を進めるため障害のある人等による当事者講師の養成＜市社協＞ 

 

交流等の場の充実 

 同じ悩みを持った人や仲間とつながる場の提供＜市＞ 

 多様性を理解しあう関係づくりに向けた、障害当事者等との共通体験の場の拡充＜市社協＞ 

 世代や障害、国籍等様々な人が、立場や背景を超えて参加できる緩やかな場の創出＜市＞ 
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＜活動指標＞ 

  
 

調整中 
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（２） 交流・つながり、社会に参加する機会の創出と拡充 

＜現状・課題＞ 

 就労地と居住地の分離による人口の流入や、世帯の少人数化などにより、地域における住民相互

の「つながり」が徐々に希薄化しています。日々の暮らしの中で、多様な世代や様々な状況にある人

が地域で知りあい、つながる仕掛けや働きかけが必要です。  

 令和元年度横浜市市民意識調査では、何かの形で社会に役立つことをしたいと考える人が６割近

くいる一方、参加している地域活動が「特にない」と回答した人も約６割となっています。多くの人が

自分が出来る範囲で地域福祉活動に関わる機会を増やし、地域のニーズとつなげ、誰でも社会貢

献ができることを改めて発信していくことが求められています。 

 横浜市の在住外国人は１０万人を超え、今後さらなる増加が見込まれます。就労や地域活動などに

取り組みたいと考える外国人も多く、地域を支える存在になれるような環境整備が求められていま

す。 

 コロナ禍においては、SNS による情報発信やオンライン会議等といった新たな方法によるつながり

づくりが生まれました。また、身近なつながりや支えあいが途絶えないよう、地域で培ってきた取組の

意味を再確認する動きもありました。さらに、これまで地域活動をしていなかった人も、寄付などを通

じた新たな参加が生まれました。 

 市内では趣味やスポーツ等、様々な生涯学習・市民活動が行われています。身近な地域で交流し、

つながることは、地域の課題や変化に気づくきっかけになります。気づきを自分事としてとらえて、出

来ることから取組を広げることで、自分の居場所や生きがいが見つかり、支えあう地域へとつながっ

ていきます。様々な活動の中にある福祉保健活動としての要素を大切にする必要があります。 

 多様な世代が身近な地域でつながっていくためには地域で子どもを育てるという視点を重視し、こ

どもの頃から地域とつながるきっかけづくりが必要です。また、乳幼児期から学齢期・青年期、働く世

代、高齢者や障害のある人、一人ひとりの状況や価値観に合わせた多様なつながりのきっかけづく

りが求められています。 

 地域活動の担い手不足や多様化する地域課題に向き合うため、地域福祉保健活動に関わる人材

の裾野を広げていく必要があります。 

 

 

 身近な地域で交流し、つながることの大切さの共有 

 多様な世代や背景の人と人、人と組織がつながる場や機会の拡充 

 生きがい・楽しみと福祉保健活動の一体的な推進 

 子どものころから地域とつながるきっかけづくり 

 時代や環境の変化に即したつながりづくりの検討・創出 

 

 

取組のポイント 
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＜取組＞ 

情報発信・啓発 

 地域の支えあいの取組や福祉保健活動の趣旨の地域住民・関係機関・団体への発信・啓発＜市社

協＞ 

 地域福祉保健計画の理念、目指す姿の広報・啓発＜市＞ 

 できる事から気軽に参加できる活動の情報発信＜市＞ 

 一人ひとりの価値観や生活状況にあった多様な選択肢のある地域活動について情報発信＜市＞ 

 趣味やスポーツ等の実施内容をはじめ、曜日や時間帯、所要時間等、きめ細かな参加メニュー情報

の集約・提供＜市社協＞ 

 デジタル技術を活用した幅広い世代に向けた地域活動の情報発信＜市＞ 

 地域学校協働本部、学校・地域コーディネーターの目的や役割について地域住民、関係機関・団体

へ理解促進及び周知＜市＞ 

 あらゆる人に役割や出番があるといった地域づくりの方向性の発信＜市社協＞ 

 寄付を身近に感じ、多くの市民が参加したいと思える寄付文化の醸成に向けた取組＜市社協＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

 乳幼児、小中高生、若者、子育て世代等が地域とつながるための、地域子育て支援拠点、青少年の

地域活動拠点、保育所、幼稚園、学校等と地域が連携した取組の推進＜市・市社協＞ 

 地域と学校、社会福祉法人、企業・商店、NPO 等のつながりづくりの支援＜市＞ 

 学校運営協議会等の仕組みを活用し、地域と小学校・中学校が協働し、より良い地域社会を実現す

るための支援策の推進＜市＞ 

 学校・地域コーディネーター等の機能を生かした、小学生・中学生・高校生の地域の活動への参加

の促進＜市＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

 誰もが役割をもって主体的に参加できる地域の居場所等の意義や効果、事例の集約と共有＜市社

協＞ 

 自身の興味関心から社会参加や、地域活動の担い手へとつながる環境づくりに関する情報の集約

と発信＜市社協＞ 

 趣味や生きがい活動と福祉保健活動を一体的に進める取組事例の集約と共有＜市社協＞ 

 職業上の得意分野を生かした地域貢献活動の取組事例の共有＜市＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

 社会参加や地域貢献のすすめに関する市民向けの研修、ワークショップ等の開催＜市＞ 

 各地域活動者を対象としたフォローアップ研修やリーダー層に向けた研修の実施＜市・市社協＞ 
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 ボランティア活動を通じた社会参加プログラムの検討と支援メニューとしての提案＜市社協＞ 

 職業上のスキルや専門知識を生かした人材の活用＜市＞ 

 市民活動・生涯学習支援センターの地域課題に合わせたコーディネート機能の強化＜市＞ 

 趣味や特技等を生かして、地域活動に関わってもらえるような地域の人材とのつなぎ役の育成 

＜市＞ 

 子どもの居場所に関する団体・関係機関への活動支援、研修等の実施＜市・市社協＞  

 学校・地域コーディネーターの養成講座の実施と学校への配置＜市＞ 

 

交流等の場の充実 

 

 乳幼児から高齢者まで幅広い世代、外国人、障害のある人等、様々な人が個人の状況、価値観に合

わせて、誰もが参加しやすく地域とつながりを持てるための多様な交流の場や機会の創出＜市・市

社協＞ 

 防災訓練・イベント等、地域の活動・行事、話し合いの場等への高齢者、障害のある人、子ども・若者、

外国人等の参加・参画の促進＜市・市社協＞ 

 活動の特徴を生かして多世代交流や見守りにつなげられるような発展の可能性の検討、活動の支

援＜市・市社協＞ 

 地域活動の新たな手法、デジタルの活用へ向けた支援＜市＞ 

 子ども食堂や学習支援、地域のフリースペース等、子どもの居場所の実態把握と拡充支援＜市・市

社協＞ 

＜活動指標＞ 

 

 

  

 

 
調整中 



第４章 推進のための取組  ３ 多様性を尊重した幅広い市民参加の促進 

54 

（３）つながりを通じた健康づくりの推進 

＜現状・課題＞ 

 健康づくりの活動は、世代を超えて身近な地域で広がり、市民の社会参加の機会となり、生きがい

にもつながっています。  

 新型コロナウイルス感染症の影響で地域の健康づくり活動の場や機会が減少し、心身の健康状態

の低下や社会的孤立の増加が懸念されました。日常の人とのつながりを通じた健康づくりの重要

性が再認識されました。 

 健康に関心が無い人や、地域とつながりのない人へ健康づくりの働きかけが届きにくい現状があり

ます。人と人のつながりを通じて、身近で気軽な健康づくりの活動を多くの市民に広めていく必要が

あります。 

 病気や障害のある人もない人も、すべての人が、一人ひとりの状況に合わせて健やかに過ごせるた

めの環境づくりが必要です。 

 人と人のつながりを通じた健康づくりの推進の意識の醸成は、徐々に広まりつつありますが、さらに

多くの住民に意識の定着を図り、健康づくりの活動を広げていくことが必要です。 

 うつ病、依存症などこころの病気に対する誤解や偏見をなくしこころの健康の保持増進に努めてい

けるよう環境づくりが必要です。 

 

 様々な状況にあっても一緒につながることができる健康づくりの推進 

 一人ひとりの状況に合わせて健やかに過ごすための環境づくり 

 地域住民、関係団体、医療機関、教育機関、企業・商店など様々な主体による健康

づくりの推進 

＜取組＞  

情報発信・啓発 

 乳幼児から高齢者まで、ライフステージに合わせた運動や食事、睡眠等の適切な生活習慣について、

学校、医療機関、関係機関、企業等を通じた周知・啓発＜市＞ 

 身近な場所で気軽に参加できる健康づくりに関するイベント、講座等の情報の周知＜市＞ 

 地域で健康づくりに関わる機関・団体・グループの活動内容の周知＜市＞ 

 気軽に参加できる交流の場、イベント等の場所での健康づくりに関する情報の普及・啓発＜市＞ 

 疾病の早期発見のために、特定健診やがん検診等の定期的な受診の勧奨＜市＞ 

 様々な分野の活動者に向けた、地域でのつながりを通じた健康づくりの考え方の広報・啓発＜市＞ 

 障害等の状態に合わせた運動や食事、睡眠等の適切な生活習慣について、医療機関、関係機関、

取組のポイント 
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企業等を通じた周知・啓発＜市＞ 

 市民へ向けた、人とつながりを保つこと、普段の生活の中で生きがいや楽しみを見つける事の重要

性の周知・啓発＜市＞ 

 こころの健康について症状が深刻化する前の段階での見守りや相談・受診行動につながるように、

地域での理解促進＜市＞ 

 自殺対策、依存症対策についての市民に向けた広報・啓発＜市＞ 

 SNS など様々な手法を活用した若い世代への健康情報の普及啓発＜市＞ 

 災害、感染症等の予期せぬ危機的な事態でも健康を維持するための行動、備えの啓発＜市＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

 地域での仲間づくりを通した健康づくり活動の組織化支援＜市・市社協＞ 

 地域の活動者、企業、商店街、医療機関、教育機関等、関係機関等との連携を通じた幅広い世代や

様々な状況の人への健康づくりの推進＜市＞ 

 保健活動推進員や食生活等改善推進員等の、地域や様々な分野の活動団体や関係機関同士のつ

ながりづくり＜市＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

 地域と学校、関係機関、企業等の具体的な健康づくりの取組事例の紹介＜市＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

 保健活動推進員や食生活等改善推進員等、健康推進に関わる地域住民、団体・関係機関への健康

課題の変化や地域の課題についての情報提供や研修等の実施＜市・市社協＞ 

 健康づくりに関わるグループ、団体の活動継続の支援＜市＞ 

 

交流等の場の充実 

 保健活動推進員や食生活等改善推進員、地域活動団体と連携した身近な地域での健康づくり活

動の推進＜市＞ 

 老人クラブ（シニアクラブ）や地域の親子の居場所等と連携した健康づくり講座の推進＜市社協＞ 

 デジタル技術を活用した健康講座や交流の場の開催＜市＞ 

 

＜活動指標＞ 

 

 

  

 
調整中 
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1 推進体制 

 

 
  

 
調整中 
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2 計画推進の視点 
社会情勢や家族機能の変化等を背景に生活課題が複雑・多様化する中で、社会的孤立や制度の

狭間の問題、複合的な課題など、一人ひとりの状況に合わせて包括的に対応していくことが求め

られています。 

地域福祉保健計画は、高齢者、障害のある人、子どもといった分野別計画を横断的につなぎ、

地域の視点から共通する理念、取組推進の方向性を示し、地域におけるくらしの充実を目指すも

のです。誰もが孤立することなく、一人ひとりの困りごとを受け止め、支えあう地域づくりに向

けて、地域福祉保健計画の推進を通して、支援機関が共通して持つべき視点・姿勢を「推進の視

点」として整理します。 

 

（1）地域住民と支援機関・関係機関の協働により、地域福祉保健を推進する 

地域においてこれまで築いてきた身近な支えあいを継続しさらに高めていくためには、地域の

課題に気づき解決するまでの過程において、地域住民の主体的な参画が不可欠です。暮らしの中

での変化への気づきや、生活の延長線上での声かけ、気にかけあいといったことは、同じ地域に

暮らしているからこそできるものです。 

支援機関は、そうした地域住民の主体性を大切にしながらも、住民任せとせず、地域とともに

課題や目指す姿を共有し、合意形成をはかりながら、解決に向けて主体的に取り組みます。 

また、横浜の地域社会には、多様な人材と活発な市民の力が豊富にあります。地域住民だけで

なく、施設、企業・商店、ＮＰＯ、学校等、地域の関係者を幅広く捉え、それぞれが参画できるよ

う働きかけていきます。 

 
 

（2）一人ひとりの暮らしに着目して支える 

なんらかの「支え」が必要になっても、これまでの生活やつながりを途切れさせることなく自

分らしく暮らしていくためには、地域との関係性の継続・構築もふまえたうえで、制度やサービ

スと地域住民の支えあいを一体的に捉えて支援する必要があります。また、地域共生社会の目指

す、支え手・受け手を超えた双方向の関係性は、これまでの暮らしの中にこそ、その人なりの強

みや出番につながるヒントがあります。 

一人ひとりの価値観やどのように暮らしていきたいのかという思いに着目し、これまでの暮ら

しやつながりを大切にします。 
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（3）既存の枠組みにとらわれず解決に向けて取り組む 

地域では、様々な創意工夫により、数多くの支えあいの取組が生まれています。しかし、地域

で新たな取組を始めようとしたときに、既存の制度や規制により、思うように進められないとい

ったケースもあります。 

また、社会の変容や生活課題の複雑・多様化により、これまでの支援制度では解決できない課

題が増えています。 

支援機関は既存の制度や業務の枠組みの中で捉えるのではなく、課題解決に向けて、各組織内、

関係機関との連携を強化し、分野横断的な体制を整えながら、施策化や事業化も含めて、粘り強

く取り組みます。 
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3 進行管理・評価方法 
 

 

 
調整中 



　　　　 委員名⇒

ページ数 ①　御意見 ②修正案

自由記載

適宜、行を増やしてください。

第５期横浜市地域福祉保健計画　素案（案）後日意見照会シート

●　提出先：健康福祉局福祉保健課　計画担当（kf-chifukukeikaku@city.yokohama.jp）

●　提出期限：令和５年３月７日（火）まで
※　資料２「第５期 横浜市地域福祉保健計画素案(案）」について、策定・推進委員会後、追加の御意見がありましたら
　御提出をお願いします。

資料3

1/1
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